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１．はじめに 

著者矢ヶ﨑克馬氏は広島・長崎の原爆による被ばくから、福島原発事故の被曝被害まで一

貫して被ばく者の立場に立ってその救済のために、被ばくの真実の究明に貢献してきた物

理学者である。その研究の結果を用いて、現在の ICRP（国際放射線防護委員会）を中心と

する被ばく防護体系は科学と人権を真っ向から否定するものであることを明確に論証した。

https://ryokufu.com/product/2415-2


2 

 

それ故、世界の被ばく防護の体系は根本的な改革が必要であることを主張している。本書の

記述は科学的であり、人権の基盤の上に展開されており、被ばく被害に苦しめられてきたす

べての人にとって力強い支えとなり、虐げられてきた被ばく者の権利回復のための鋭い武

器となるであろう。 

 

２．本書の内容（本書帯より引用する。詳細は本紹介文最後の目次参照） 

原爆投下による「放射性降下物は極少だった」とする米国の核戦略により、放射線被曝分

野では､戦後一貫して内部被曝の隠蔽に政治も科学も総動員され、内部被曝を無視した被爆

者援護法は巨大な差別を生み出した。さらに東電福島原発事故では、国際放射線防護委員会

（ＩＣＲＰ）に追随する政府は放射線被曝を受忍させ、若者に多数の甲状腺がんが発症して

も因果関係を認めない政策をとっている。政府は事故後の死亡者数や健康被害を明らかに

すべきである。 

本書は、ＩＣＲＰをはじめ国際原子力ロビーが「被曝の現実を知らしめない」ために構築

されてきた虚偽の世界を、科学的・人権的な原点に立って批判し、放射線防護の在り方を提

言する。（2024.12） 

 

３．本書の提起する重要な論点について 

以下、紹介者が本書の中で重要と考えるいくつかのポイントについて議論する。 

 

（１）ありのままに事実を認識する 

著者矢ヶ﨑氏は「ありのままに事実を認識することは民主主義の土台である」と常に主

張している。放射線被曝から生命を守るためにも「ありのままの被曝を認識する」ことが

必要である」という。「ありのまま」ということは「生命体に対する放射線の影響を科学

的に正確に把握すること」であり、防護の土台として必要であるという。紹介者は著者の

「ありのまま」は唯物論に基づき客観的に被ばくの実態を弁証法的に解析し認識するこ

とを意味していると考える。 

 

（２）ICRP の体系では事実を正しく認識できない 

ではＩＣＲＰの体系では被ばくの実態を正しく認識できないのはなぜか。科学力の欠

如とともに、功利主義が入り込み、「科学性を奪い取り、人権を破壊する」からである。

著者はいう。「生命の安全、即ち人権を基準とする場合は、被ばくを与える原因を排除す

ることも当然視野のうちに入る。功利主義とは相いれない世界観の違いが出てくる。未来

に続く地球を視野に入れて被ばく防護を考える場合に科学と人権の両方の観点が必要な

のである」。 

 

（3）「電離損傷修復困難度」の導入と被曝応答の科学的理解 
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 放射線の電離作用によって生命体が損傷を受け、生命体の応答として病気が発生する。病

気は吸収される放射線が多いほど多く発症する。だがそれだけでは病気という応答は決ま

らない。生命体には損傷を修復する能力がある。電離による生命体の損傷の修復が困難であ

れば病気にかかりやすい。応答する生命体の「電離損傷修復困難度」が高いほど健康被害は

高くなる。被曝による病気の発症は損傷修復困難度と吸収線量の積によって決まる。これは

因果律の内容そのものだが、矢ヶ﨑氏が初めて放射線被曝とそのリスクに適用した。 

 矢ヶ﨑氏の説明に従って、電気抵抗のオームの法則を用いて説明する。物体に電圧をかけ

ると電流が応答として流れる。電流は電圧に比例するが物体固有の抵抗率に反比例する。抵

抗率の逆数を伝導率と呼ぶが電流は伝導率と電圧の積によって決まる。この例のように病

気の発症を電流に、電圧を吸収線量に、伝導率を「損傷修復困難度」（病気の発生の容易さ）

に対応させると刺激と応答の一般的な関係として理解されるであろう。 

 

（４）ICRP 被ばく体系の致命的欠陥 

ところが ICRP は、被曝に対する応答は一元的に吸収線量のみによって決まるとし、実態不

明の実効線量なるものを導入する。応答する生命体の固有の性質、電離損傷修復困難度を考

慮外とするのである。現実に応答する生命体は臓器であり、免疫系・ホルモン系であり、細

胞であり、分子である。特に不溶性微粒子によるこれらの生命体が受ける内部被曝の危険性

は高い｡ ICRP の被ばく体系はこの生命体を構成する各要素の具体性を捨象しているので

ある。これでは内部被曝が科学的に議論できないのは当然である。 

 内部被曝では放射線が直接遺伝子を切断する以外に「ペトカウ効果」とよばれる被曝の間

接的な効果が重要である。放射線が生体内の水分子などを電離し、活性酸素やフリー・ラジ

カルを発生する。これらの活性酸素などが脂肪膜である細胞膜を連鎖反応として破壊する。

ペトカウ効果は今日「酸化ストレス」として多様な病気を引き起こすことが知られている。

ICRP 体系では応答する生命体の具体性を捨象しているから、内部被曝に対して無力なので

ある。 

 

（5）内部被曝隠蔽による被害 

①（東電事故後の小児甲状腺がん）東電事故後の小児甲状腺がんの高率発生を、矢ヶ﨑氏は、

発病は被曝した放射線量と調査から調査までの経過時間の 2 要素に依存することを明らか

にし、福島県民健康調査検討委員会の「原発事故に関係しない」という結論は、経過時間を

ごちゃ混ぜにすることによって導かれた（意図的な）誤結論と喝破する｡さらに 1080 人の

甲状腺被曝量を調査したとされる経緯を正当な測定方法論により分析し、「科学になってい

ない測定」と批判する。 

②（厚労省人口動態調査のデータ）東電事故ではチェルノブイリでは居住禁止の高汚染地域

に 120 万人ほどの市民が生産活動を続けた。流通機構や食べて応援で 2 次被害として大規

模な内部被曝被害がもたらされた。厚労省人口動態調査のデータを小柴信子氏と共に分析
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している｡性別年齢別死亡率からは 2011 年から 2019 年までの 9 年間で、何と 57 万人の死

亡者の異常減少と 63 万人の死亡の異常増加を可視化している｡原爆被爆者の例を引くと、

入市被爆者に一時的に長寿化現象（死亡率の減少）が生じているが長期的には寿命を縮めて

いる｡その例に倣うと計 120万人の人が短命化する影響を受けていると言える、としている｡

その他各種の死亡率や健康被害を報告している｡そして、国や東電は死亡者と健康被害を国

民の前に明らかにすべきであると主張している｡これは我々にとって重要な課題である。 

③（法律からの内部被曝排除）矢ヶ﨑氏は原爆投下以来の内部被曝隠蔽の被害を語っている｡

米軍核戦略として内部被曝を隠すことにより核兵器を化学兵器・生物兵器とは異なり長期

間後遺影響は無いと宣伝した。ICRP はこのプロパガンダを継続する任を負っている｡現実

は、爆心地周辺では広範囲にわたり放射能環境が作られ、膨大な人数の市民が内部被曝をし

た。日本で法律化された被爆者医療法・被爆者援護法から内部被曝が排除された。これによ

り被爆者援護行政に深刻な事実誤認をもたらし、棄民と差別が人々をさらに傷付けた｡行政

は今に至っても姿勢を変えていない。 

 

（6）本書の提案 科学と人権に立つ放射線防護体系の構築を！ 

 著者は以下のように ICRP に代わる防護体系の構築を提案し、結集を呼び掛けている。

「ICRP 体系がその功利主義（核産業の生き残り戦略）によって被曝をいかに住民に受け入

れさせようとしてきたかを批判し、その上で科学の土台の上に構築された基本的人権に則

った哲学に依拠する防護体系を構築し、放射線被曝を、事実をありのままに認識することの

できる『科学の目』で見えるようにすることである」。 

 以上 
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